
（様式１）

志太広域（助）　第１号 種別 工事

件　　名

概　　　要

業　　　種

発　注　課

着　手　日 令和４年９月7日(水) 完了予定日 令和５年２月２８日(火)

契 約 先 名 称

契 約 先 住 所

契　約　金　額

変 更 後 金 額 9,775,700円 変更契約日 令和４年12月５日(月)

変　更　理　由

変更後完了予定日

契約締結済み内容

番　号

工事内容

令和４年度　助宗・藤守最終処分場水処理施設定期整備工事

場　　所
静岡県藤枝市助宗字宮田196番地の２

静岡県焼津市藤守1544番地の１

助宗最終処分場
　　砂ろ過塔炉材交換、曝気ブロワ整備、沈殿槽架台取替修繕
藤守最終処分場
　　砂ろ過塔炉材交換、曝気槽用ブロワ整備、機械室等塗装、
　　PH調整槽取替修繕

機械器具設置工事

施設課

変更契約
関係事項

　 助宗最終処分場の曝気ブロワNo1・2風量可変型仕様変更修繕において、インバー
ターを収納するキャビネットが不要となったための変更。

令和５年２月28日(火)

契約関係
事　　　項

株式会社　城南メンテナンス

藤枝市築地３２３番地

9,818,600円

随 意 契 約 の
相 手 方 選 定
理　　　　　　由

　当施設は、環境省の定める環境基準に基づき、日々発生する最終処分場浸出
汚水を速やかに処理しなければならない。このため、汚水処理を停止すること
なく継続的に運転管理を実施している。
　本工事は、浸出汚水処理設備運転期間中に短期間に的確な工事施工を必要と
することから施設の運転状況や構造を十分に理解した業者が工事施工を行わな
ければならない。このことから、日々の浸出汚水処理設備運転管理と並行して
責任施工の工事ができる業者に受注させる必要があり他の業者が整備工事を行
うことはできないため。
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